
小樽市基幹相談支援センター業務仕様書 

本仕様書は、委託業務の大要を示すものであるが、本書に記載されていない事項があっ

ても、本市が特に必要とする業務については、契約金額の範囲内で業務を遂行するものと

する。 

  

１ 委託名称 小樽市基幹相談支援センター業務 

２ 事業場所  

小樽市が指定する場所（小樽市花園２丁目１２番１号 小樽市役所本館１階  

福祉保険部福祉総合相談室執務室内）。 

３ 目 的   

基幹相談支援センター（以下「センター」という。）を運営し、障害のある人やその 

保護者、または障害のある人の支援を行なう者などからの相談に応じ、必要な情報提

供、権利擁護のために必要な支援を行なうことにより、障害のある人が自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう支援することを本業務の目的とする。  

本業務の受託事業者（以下「受託者」という。）は、業務の実施に先立ち、本業務を

遂行するための実施体制や業務を適正に実施するための事業計画等を策定し、これに基

づき業務を行うものとする。  

４ 開設日等 

⑴窓口開設日 月曜日から金曜日まで、ただし市役所閉庁日は除く。  

⑵窓口開設時間 午前８時５０分から午後５時２０分まで  

⑶その他、年間を通して２４時間の対応が取れる体制を構築しておくこと。 

 

５ 担当地域  

当該業務の担当地域は、小樽市全域とする。ただし、市外在住者であっても、本市が

支援を行うべき者に対しては支援を行う。  

 

６ 人員体制  

⑴ 専門的職員等の配置  

ア 専門的職員の職種  



センターには、専門的職員として、主任相談支援専門員、又は相談支援専門員で

ある社会福祉士、保健師、看護師、精神保健福祉士等、小樽市の相談支援機能を強

化するために必要と認められる者を配置する。  

なお、専門的職員の半数以上は、障害児・者の相談・援助業務についての経験が

ある者とする。  

イ 専門的職員の人数  

センターに配置する専門的職員の員数は、常勤専従で合計２人以上とする。 な

お、２人以上の常勤専従職員の配置が困難である場合は、１人が常勤専従であれ

ば、残りの員数については、勤務日等で明確に業務時間が積算できれば、常勤換算

でも可とする。 

ウ 事務職員の配置 

センターには、事務職員を配置する。なお、事務職員については、ア及びイに規

定する専門的職員が事務室内に不在の際でも相談業務等に対応可能な員数とし、非

常勤職員でも可とする。 

⑵その他の事項  

ア センターの管理責任者を定めるものとする。管理責任者は、基幹相談支援センタ

ー業務を管理できる者で、窓口開設時間中常に連絡調整が可能な者とする。なお、

管理責任者は専門的職員が兼務することができる。 

イ 専門的職員にあっては、今後、国・北海道等が実施する主任相談支援専門員研

修、医療的ケア児等コーディネーター養成研修、障害支援区分認定調査員研修等に

参加するよう努めること。  

ウ 専門的職員のうち、相談支援専門員の資格要件のうち実務経験のみを満たす者に

ついては、速やかに相談支援専門員の資格を取得すること。 事務職員についても

資格要件を満たした者については相談支援専門員の資格を取得することを推奨する

こと。 

エ ⑴イに規定する人員配置基準の最小人数に該当する専門的職員が連続して３０日

以上の休暇等を取得する場合は、速やかに代替職員を補充すること。  

オ 窓口開設時間内においては、必ず、専門的職員又は事務職員のうちの１名以上の

職員が事務室内に残り、相談業務等に対応できる体制を執ること。  

カ 配置する常勤専従の専門的職員は、原則、他の業務との兼務は認めない。 

   

７ 従事職員の責務  

⑴ 従事職員は、本事業の実施に当たって、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重

に万全を期するものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし

てはならない。  



⑵ 従事職員は、本事業の果たすべき役割の重要性を鑑み、各種研修会及び異職種との

交流等あらゆる機会をとらえ、個別支援計画の作成及びソーシャルワーク等の技術等

に関し自己研鑽に努めること。  

 

８ 委託業務 

⑴ 総合的・専門的な相談支援の実施  

ア 障害の種別や各種のニーズに対応した相談支援  

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び身体

障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第９条第５項第２号及び第３号、知的障害者福

祉法（昭和３５年法律第３７号）第９条第５項第２号及び第３号、精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和２５年５月１日法律第１２３号）第４９条第１項に基づく相談等の

業務を総合的に行う（窓口における相談対応等を含む）。  

イ 困難事例の相談支援  

複数の課題を抱える等、障害福祉サービス等の利用だけでは解決することが困難な障害

者及び障害児（以下「障害者等」という。）並びにその家族に対し、関係機関と連携した対

応を行う。  

⑵ 地域の相談支援体制の強化の取組  

ア 地域の相談支援事業者に対する専門的な指導、助言  

地域の相談支援事業者に対し、相談支援実務に関する専門的な指導及び助言を行う。  

イ 地域の相談支援事業者の人材育成の支援  

地域の相談支援事業者を対象とする研修会の企画・運営、事例検討会の開催等により、相

談支援事業者の人材育成の支援を行う。  

ウ 地域の相談機関との連携強化の取組  

相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相談員、民生委員、並びに高齢者、児童、

保健・医療、教育、就労等に関する各種の相談機関等との連携を強化するための取組を行う。  

なお、各種の相談機関等が開催する会議・行事等へ積極的に出席し、必要な支援を行うこ

と。  

⑶ 地域移行・地域定着の促進の取組  

ア 障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発  

障害者支援施設や精神科病院等に入院・入所している障害者等の地域生活へ向けた普及

啓発活動を行う。  

イ 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート  

下記の取組等により、地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネートを行う。  

（ア）精神障害にも対応した地域包括ケアシステム  

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を本市が今後実施する場合、構築に係る



協議の場の企画・運営を行うとともに、事務局として協議の場に出席する。  

（イ）地域生活支援拠点等  

本市が整備する地域生活支援拠点等における中核的な機関としてコーディネーターの

役割を担う。  

⑷ 権利擁護・虐待の防止  

ア 日常生活自立支援事業・成年後見制度の活用促進  

判断能力が不充分なため、日常生活に困っている障害者等に対して、自立した地域生活が

安心して送れるよう、日常生活自立支援事業や成年後見制度に関する周知や活用のための

支援を行う。  

また、養護者による障害者への虐待がある場合、申立てを行える親族がないと思われる場

合や、親族があっても申立てを行う意思がない場合で、成年後見制度の利用が必要と認めら

れるときは、市長申立てを視野に入れた支援を行う。  

イ 障害者差別の防止・対応 

（ア）障害者差別相談センター 

センター内に、障害者差別相談センターを併設し、障害者等及びその家族、その他の関

係者からの障害を理由とする差別に関する相談に応じるとともに、本市が指定する帳票

又は記録を作成し、本市と共有する。 

なお、障害者差別相談センターは、「小樽市障害者虐待防止・障害者差別相談センター」

として、後述の障害者虐待防止センターと一体的に設置・運営するものとする。 

（イ）差別への対応 

障害者差別に関し、本市とその対応について協議し、協議により定められた役割分担に

従い、紛争解決を行う。 

（ウ）啓発活動の実施 

障害を理由とする差別の解消について市民の関心と理解を深めるとともに、障害を理

由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うもの

とする。 

ウ 障害者虐待の防止・対応  

（ア）障害者虐待防止センター  

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法律第７

９号）第３２条に規定する障害者虐待防止センターをセンターに併設し、以下の業務を実

施する。 なお、障害者虐待防止センターは、「小樽市障害者虐待防止・障害者差別相談セ

ンター」として、前述の障害者差別相談センターと一体的に設置・運営するものとする。 

a 障害者虐待通報及び届出受理  

養護者・障害者福祉施設従事者等・使用者による障害者虐待に係る通報又は障害者等 

からの養護者・障害者福祉施設従事者等・使用者による障害者虐待を受けた旨の届出

（以下「通報等」という。）を受け付ける。  



通報等を受け付けた際には、本市が指定する帳票を作成し、速やかに本市に提出する。  

なお、休日や夜間においても速やかに対応できる体制を確保し、夜間や休日等の市役

所閉庁時に通報等を受け付けた際には、本市の指定する方法で緊急度を判断し、緊急度

が高いと判断した場合には、本市の指定する方法で本市職員に連絡を行うこと。  

b 障害者及び養護者に対する相談、指導及び助言  

養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者等の保

護のため、障害者等及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行う。  

（イ）障害者虐待への対応  

通報等のあった障害者虐待に関し、本市と連携・協力し、事実確認・訪問 調査、立入

調査、対応協議、記録の作成及び市への共有等を行う。 

（ウ）障害者虐待防止に係るネットワーク会議の運営 

  障害者虐待防止に係るネットワーク会議を開催し、その運営を行う。 

⑸ 小樽市障がい児・者支援協議会の運営  

小樽市障がい児・者支援協議会（幹事会等付属の会議含む。）の運営を行い、開催後速や

かに本市に議事録を提出する。また、協議会として学習会等を開催する際の運営も行う。 

⑹ 小樽市指定事業  

⑴ から⑸までのほか、本市が指定した以下の事業を実施する。  

ア 障害支援区分認定調査業務（別途、本市と委託契約締結）  

本市からの依頼を受け、障害支援区分認定調査を実施する。 

 イ 障害支援区分認定審査会業務 

  障害支援区分認定審査会の運営（資料作成等を含む。）を行う。 

ウ 申請代行業務  

窓口等において、障害者等及びその家族等の障害福祉サービス等の利用申請手続きの

受付、申請代行等の便宜を図るなど、利用者の立場に立って障害福祉サービスの適用の調

整等を行い、適切な相談支援事業所に計画相談等を依頼する。 

エ その他  

国の制度改正等に伴い、センターにおいて実施する必要が生じた業務、その他本市の障

害福祉行政の運営に当たって、本市がセンターにおいて実施する必要があるものと判断

する業務を行う。 

 

９ 委託業務実施上の留意点  

⑴ 職員の資質の向上を図るため、定期的に研修の機会を設けるなど必要な取組を図る

こと。  

⑵ 本業務の実施に当たっては、厚生労働省等で発出した最新のマニュアル等を確認す

るとともに、それらのマニュアル等を遵守すること。  



⑶ 想定される業務中の事故に対して、損害賠償責任保険に加入すること。  

⑷ 関係法令を遵守すること。業務遂行している中で、法的観点からアドバイスが必要

となった場合は、速やかに本市に相談すること。  

⑸ 個人情報を破棄する場合は、匿名化もしくは適切な廃棄物処理業者に委託するこ

と。  

⑹ 苦情窓口を設けた上で、その周知を図ること。あわせて、センターに苦情等が寄せ

られた場合は、その内容や対応方法を記録した上で本市に報告するとともに、必要な

業務改善につなげること。  

⑺ 小樽市障がい児・者支援協議会における基幹相談支援センター事業についての点

検・評価結果を踏まえて、必要な業務の改善を行うこと。  

⑻ 委託業務に関して作成又は取得した文書を、委託期間の終了日の属する年度の翌年

度の初日から起算して５年間保存すること。  

 


